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戦後日本の安全保障構想と国連1945 - 1952年

Conceptions of Postwar Japanese

Security Policy and the United Nations
1945-1952

阪口　規純*

Kiyoshi Sakaguchi

Abstract

This article will attempt to explore the relationship between the conceptions of Japa-

nese security policy and the UN in the early postwar years based on documents released

by the Ministry of Foreign Affairs. First, the paper reviews也e governmental study at

the Ministry of Foreign Affairs wi也regard to也e potential role of the UN in enhancing

Japanese security. Secondly, it deals with也e relationship between Chapter 7 of血e UN

Charter and Article 9 0f the Japanese Constitution.

From these two viewpoints, the author will illustrate the gradual transformation of血e

role of the UN in the process of formulating the security policy of Japan.

キーワード:日米安全保障条約、国際連合、朝鮮戦争、吉田茂、芦田書簡、岡崎書簡

*大阪大学大学院国際公共政策研究科助手
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1　はじめに

「今日国際平和を論ずるとき、だれも、まず、世界の平和機構として厳存する国際連合を

考える。世界のほとんどすべての国はこれに加盟して『この憲章の義務と他の国際協定の義

務とが抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先する』 (第103条)ことを受諾している。

いわば国連憲章は、今日、国際社会の憲法とも見る[べきものである1,。」

これは、吉田茂首相の下、外務省条約局長として1951年9月に締結された日米安全保障条

約に最も深く関与した西村熊雄の回想録『安全保障条約論』 (1959年8月)の冒頭の一節で

ある。

1945年8月15日、日本のポツダム宣言受諾によって太平洋戦争に終止符が打たれ、日本は、

歴史に前例を見ない徹底した平和主義の憲法を受け入れる。日本は理想の面で、新しい国際

平和機構たる国際連合(以下、国連)の精神に共鳴すると共に戦争と一切の戦力を放棄した

結果、将来の日本の安全保障を国連に頼ろうと期待した。しかしながら米ソの対立と東アジ

アにおける冷戦の激化に伴い、 「国連による安全保障」構想は「米国による安全保障」構想

へと変容をみる。日本、特に外務省事務当局は、冒頭の西村の一節の如く、 「世界の平和機

構としての国際連合」に頼ることを理想しつつも、国際政治の力の現実を受け入れ、 「米国

による安全保障」の道を選択する。その過程で、外務省事務当局は、 「国際社会の憲法」た

る国連憲章との結びつきを重視した形での「米国による安全保障」を構想しようと試みる。

その強い思いが上の西村の言葉に渉んでいる。

本稿は、敗戦からサンフランシスコ講和に至る期間に、 「国連による安全保障」構想が如

何なる過程で「米国による安全保障」構想へと変容したのかを、公開された外交文書を主な

素材に用い日本政府内部、特に外務省の動きに焦点をあて検証することを主たる目的とす

る2)。対日講和に関しては数多くの優れた研究が存在するが、本稿は特に日本政府の国連観

の変遷という観点から戦後初期の日本の安全保障構想の変容を明らかにしようとするもので

ある。併せて本稿は、上記問題と密接な関係にある、国連の軍事的強制措置への日本の協力

の問題を取り上げ、憲法制定議会から国連加盟申請に至る期間における、憲法第9条と国連

1)西村熊雄『安全保障条約論』時事通信社、 1959年、 9貢。

2)先行研究として、第7次公開外交文書を詳細に分析したものに、渡辺昭夫「講和問題と日本の選択」渡辺昭夫・宮

里政玄編『サンフランシスコ講和』東京大学出版会1985年がある。他に対日講和に関する代表的研究として、秦

都彦『史録日本再軍備』文蛮春秋社1976年、細谷千博『サンフランシスコ講和への道』中央公論社1984年、マ

イケル・ヨシツ(宮里政玄・草野厚訳) 『日本が独立した日』講談社1989年、五十嵐武士『戦後日米関係の形成』

講談社1995年、三浦陽一『苦EEl茂とサンフランシスコ講和』 0)(D大月書店1996年、中西寛「吉田・ダレス会談再

考」 『法学論集』第140巻1・2号1996年、五百旗頭其『占額期』読売新聞社1997年、日本の国連加盟に至る政治過

程を分析したものに、井上寿- 「国連と戦後日本外交」 『年報近代日本研究・ 16　戦後外交の形成』山川出版社
1994年、日米安全保障条約と国連の関連を分析したものに、星野俊也「日本の国連外交と日米関係」草野厚・梅本

哲也編『現代日本外交の分析』東京大学出版会1995年、中西寛「日米安保条約の起源と二つの国連観」 『学術月

報』 48巻2号1995年、垂下櫓彦『安保条約の成立』岩波書店1996年等がある。
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憲章第7章の関係に関する日本政府の見解の変遷を明らかにしたい。

冷戦終蔦直後の一時の過大な期待感が消えつつも国連の冷戦後の国際安全保障に占める役

割が飛躍的に高まりをみせ、また、日本にとって国連協力が重要な政策課題となる今日、日

米安全保障条約の成立経緯を国連との関係において整理すると共に国連協力観の原型を確認

しておくことは、意味のあることと思われる。

2　憲法制定期-1945- 1946年

(り　憲法制定議会における国連観

憲法第9条の下において、独立回復後、日本は如何にして自らの安全保障を図るのか、と

いう問題は早くも1946年6月に始まった憲法制定議会において議論されている。この点につ

いて吉田首相は、次の如く答弁している。

「国際平和団体が樹立せられて、さうして樹立後に於いては、所謂U-N-0の目的が達

せられた場合には、 U - N - 0加盟国は国際連合憲章の規定の第43条に依れば、兵力を提供

する義務をもち、 U - N -0自身が兵力をもって世界の平和を害する侵略国に対しては世界

をあげてこの侵略国を圧伏する抑圧するということとなっている。 (中略)この憲章により、

又、国際連合に日本が独立国として加入致した場合においては、一応この憲章に依って保護

せられるもの、こう私は解釈している3)。」

制憲議会で吉田は、 「連合軍」と区別し、国際連合をU-N-0あるいは国際平和団体と

呼んでいるが、日本の将来の安全保障について、前年の1945年10月に誕生した国連による安

全保障への期待を表明した。

この「国連による安全保障」を日本が得るためには、その前提として将来国連に加盟する

ことが必要と考えられた。この点について制憲議会では、日本は憲法第9条によって戦争と

一切の戦力を放棄した結果、将来国連に加盟する場合、国連憲章第43条との関係において加

盟国としての義務を果たせず加盟を拒否されるのではないか、との懸念が多くの議員から表

明された。これに対し政府からは一致した見解は示されず以下、 4通りの答弁がなされた。

第一は吉田首相の答弁である。この時期、吉田はこの間題について一貫して「総ては講和

条約が出来た後のこと」、 「国際連合が如何なる条件で以て日本が入ることを許すか許さぬか

ということは、国際連合が決めるべき問題」と述べ直接の回答を避けている4)0

第二は、幣原喜重郎国務大臣の答弁であり、日本は国連加盟に際し憲法第9条の精神に基

づき国連憲章による「制裁戦争」への参加を留保すべき、との見解である。例えば幣原はiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil1-
3)衆議院帝国憲法改正案委員会第5回(昭和21年7月4日)、参議院事務局編『帝国患法改正審議録(戦争放棄編)』
新日本法規出版、 1952年、 101頁。

4)衆議院帝国寮法改正案委員会第13回(昭和21年7月15日)、参議院事務局編、前掲書、 163-164貢。
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1946年9月13日の貴族院帝国憲法改正案特別委員会で次のように述べている。 「日本が国際

連合に加入するという問題が起ってきた時は、我々はどうしても憲法というものの適用、第

9条の適用ということを申して之を留保しなければならぬと思う。 (中略)何処かの国に制

裁を加えるというのに協力をしなければならぬというような命令というか、そういう注文を

日本にしてくる場合があれば、それは到底出来ぬ、留保に依ってそれは出来ないというよう

な方針を執っていくのが一番宜しかろう。我々はその方針を以て進んでいけば、世界の世論

は倉然として日本に集まってくるだろう5).」

因みに、この幣原の兵力提供留保説は幣原の国連観とも合o通じているものと思われるO

幣原は1947年9月3日の外務省幹部と「四長老」 (吉田茂、佐藤尚武、松平恒雄、幣原)と

の会談において日本の国連加盟に強い反対の意見を表明している6)。この会談当時、外務省

条約局長であった西村熊雄は、幣原の国連加盟反対論は「憲法9条による無軍備主義と絶対

平和主義とを徹底的に考え、日本は国連の集団安全保障の行動にも参加すべきではないとの

考えに根ざすものではないか7)」と後に述懐している。

第三は、憲法担当国務大臣　金森徳次郎の見解である。金森は1946年7月9日の衆議院の

総括質疑において次のような答弁を行なっている。 「将来、国際連合に日本が加入するとい

うことを念頭におく場合に、現在の憲法の定めているところと、国際連合の具体的なる規定

が要請しているところとの間に、若干の連携上、不十分なる部分があることは是は認めなけ

ればならぬと思う。併しながらその時に何等かの方法を以てこの連絡を十分ならしむる措置

は考慮し得るものと考えており、必要なる措置をその場合に講ずるという予想を持っている8)。」

これは金森特有の含みのある暖味な答弁であり、 「必要なる措置」が具体的にどういうも

のであるのかが不明にされている。考えられるのは第1に、国連加盟の際に兵力提供を可能

とすべく憲法第9条を改正することであり、第2は、加盟の際に兵力捷供の義務を留保する

ことであろう。金森がいずれの措置を想定していたのかはこの答弁からは確定できないが、

次の事実から、前者すなわち第9条改正を金森は意図していたものと推測される。

近年、衆議院における憲法審議のための小委員会(通称芦田小委員会)の秘密議事録が公

開されたが、 1946年7月30日の小委員会第5回会議において金森が次の如く注目すべき発言

を行なっていることが明らかになった。同会議において恵法第9条の第1項と第2項の入れ

替えが論議される中、金森は「コレハ非常ニ『デリケート』ナ問題デサウ軽々シク言へナイ

コトデアルケレドモ、第1項ハ『永久ニコレヲ放棄スル』トイウ言葉ヲ用ィ、可ナリ強クデ

テイル、シカシ第2項ノ方ハ永久トイフ言葉ヲ使ワナイノデ、是ハ私自身ノ牡勘定ダケカモ

知レヌガ、将来国際連合等トノ関係こ於イテ、第2項ノ戦力保持ナドトイフコトニッイテハPrll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!
5)貴族院帝国憲法改正案特別委員会(昭和21年9月13日)、参議院事務局編、前掲音、 453頁。
6) 「四長老会談の件」 (昭和22年9月3日)、外務省記録マイクロフィルム、 B'0008、対日平和条約関係、準備研究関
係第3巻、 0113-0114頁。渡辺、前掲論文、 53貢。
7)西村熊雄の発言、江藤淳『もう一つの戦後史』講談社、 1978年、 384-385貢。
8)衆議院帝国患法改正案委員会第9回(昭和21年7月9日)、参議院事務局編、前掲音、 131貫o
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色々、考フベキ点ガ残ッテイルノデハナイカ、ソウイウ気ガシテ、ソコデ建前ヲ第1項ト第

2項こシテ、非常二永久性ノハッキリシティルトコロヲ第1項二持ッテ行ッタ9)」。つまり

金森は国連加盟のためには憲法第9条2項を将来改正する必要があるとの認識を有していた

のである。よって秘密議事録の公開で明らかにされたこの金森答弁から判断して、金森のい

うところの国連貴章と憲法との間の「連携上不十分なる部分」を調整するための「必要なる

措置」とは、憲法第9条改正を意味しているとみてよかろう10)

第四は帝国憲法改正案委員小委員会の委員長にあった芦田均国務大臣の次の見解である。

「日本が一切の戦力を廃止する結果、国際連合国としての義務を果たし得なくなるから、

連合加盟を許されないかも知れないという論、余りに、形式論理的である。日本が真に平和

愛好国たる事実を認められる場合には、かかる事態はあり得ないと考えて間違いないと思う11)」

芦田は、金森の「憲法改正必要論」とは全く逆に、かつ幣原の如く「留保」も必要なく、日

本は、そのままの形で国連加盟を認められる、との見解を自信を持って表明している12)後

述する通り、この芦田の見解は根拠の求め方に相違はあるものの、その結論は後の国連加盟

申請を審議した第13回国会で確立した外務省見解と基本的に一致するところとなるのである。

(2)外務省の初期国連政策

日本の講和の準備は外務省によって早くも1945年秋から始められた。同年11月21日に杉原

荒太条約局長を幹事長とする「平和条約問題研究幹事会」が設置され、平和条約締結に向け

ての日本の基本方針が検討される13)

この中で外務省は講和後の日本の国連加盟問題をいち早くとり上げる1946年1月31日付

の外務省政務局による「課題・政治条項　5、連合国憲章への参加問題」 (研究試案)は、 「日

本ハ平和条約二依り一応国際社会二参加ヲ許サルルモ日本ガ憲章ノ責務ヲ有シ居ルヤ否ヤカ

9 )衆議院事務局編『第九十回帝国議会衆議院帝国憲法改正案委員小委員会速記録』衆栄会、 1995年、 141・142貢。こ

の芦田小委員会の速記録は当時英訳され連合軍総司令部に提出され、現在写しが国会図書館でGHQ/SCAP Re-
cords, GS (B) 629-638として保存されるo同記録を翻訳した森清監訳『憲法改正小委員会秘密議事録-米国公文

書公開資料-』第一法規出版、 1983年によれば、この金森発言は英訳版では削除されており、当時の日本政府がこ
の部分を総司令部に報告しなかったことが分かる。なお同会議に出席していた内閣法制局長官の入江俊郎は回顧録

の中で、金森の発言をほぼ正確に記録している(入江俊郎論集『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』 1976年、第一

法規出版、 383貢、森前掲書、 331貢)。公開された芦田小委員会の秘密議事録については、古関彰一「49年ぶりの

議事録公開で見えた日本国寮法の現代的意義」 『月刊社会党』 1995年12月参照。

10)枢密院において、松本療治憲法担当国務大臣も、国連加盟のためには憲法改正が必要だと述べている(第2回会議).

これに対し、入江俊郎法制局長官は、 「国際連合憲章ノ解釈ニヨリテハ加入ノ際こ武力ノ捷供ヲ免除セラルルコト
モ可能ナルベシ」と答弁し(第4回会議)、後述の芦EElと近い見方を提示している(村川一郎編著『帝国憲法改正

案議事録-枢密院帝国憲法改正案審査委員会議事録』国書刊行会、 1986年、 49頁、 72貢)。

11)衆議院帝国患法改正案委員会第9回(昭和21年7月9日)、参議院事務局編、前掲書、 130-131貢0
12)憲法第9条に「前項の目的を達するため」の字句を挿入した、いわゆる「芦田修正」について、後年ケ-ディス

GHQ民生局次長(当時)は、これにより国連軍への兵力派出が憲法上可能と解釈しうる余地が生じた旨、述べて

いる(チャールズ・ケ-ディス「日本国憲法制定におけるアメリカの役割(下)」法律時報、 65巻7号、 1993年、

14貢o原文はThe American Role in Revising Japan's Imperial Constitution, Political Science Quarterly,

Summer 1989,p237)。但し、 「芦田修正」により、自衛および国連憲章第7章下の国連軍参加のためなら戦力の保

持は容認されるとの憲法解釈については、政府は憲法制定議会以降、今E]に至る迄、一貫して否定しているo 「芦

田修正」の意図および解釈については諸説があるが、特に佐藤功「憲法第9条の成立過程における『芦田修正』に

ついて」 『東海法学』第1号、 1987年、佐々木高雄『戦争放棄条項の成立経緯』成文堂、 1997年、第5章参婿。
13)西村熊雄『日本外交史27　サンフランシスコ平和条約』鹿島平和研究所出版会、 1971年、 21-22貢。
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ノ判定ハ平和条約トハ別箇二国際連合二依リテ行ハルル次第ナリ」との認識にたった上で、

平和条約中に日本の国連加盟に関する規定が置かれることになれば「安全保障理事会二依ル

推薦ヲ得ル為ニモ有利ナルコトハ間達ヒナキトコロ」と分析している。この勧告は政府の方

針として確立し、後に平和条約前文に規定されるところとなるのである14)。

後述する通り「平和条約問題研究幹事会」は1946年5月にその成果を「第1次研究報告」

としてとりまとめるが、その間の研究作業の中で、国連加盟問題に関する包括的な研究にあ

たるものとして、後の条約局長下田武三の手による「国際連合へノ参加問題ノ研究」 (1946

年4月15日)が注目される。

同文書は、日本の国連加盟は国連憲章上、法律的に可能であるとした上で、政治的には、

①日本が「平和愛好国」であり、 「憲章所定ノ義務履行ノ能力及ビ意志」があるか否かの認

定を得られるか、 ②日本の加盟に反対する常任理事国があるかどうか、に依存すると分析す

る。そして独立後の日本の外交の根本方針は「孤立主義」ではなく「国際協調主義」をとる

べきであって、その観点から国連加盟が「得策」たることを主張する。同時に日本の国連加

盟に関し、我が国は「利益ノ測定」を重視するが、連合国は「我国二対シ加へ得ベキ国際的

制約統制ノ面」に主眼をおくという「根本的差異」が存在することにも注意喚起する。

憲章第7章の兵力提供義務と「ポツダム宣言受諾ノ結果」であるところの日本の軍備の不

保持の関係について、 「ポツダム宣言ノ当事国ハ即チ連合及安全保障理事会ノ主要構成員二

外ナラズヲ以テ右問題二付テハ我国ノ当該義務免除等適当ノ便法講ゼラルベク」と述べた上

で、日本の無軍備は国連加盟の支障とも加盟回避の口実とも「実際上ナリ得ザルベシ」との

明快な結論を提示している。さらに薫法の交戦権禁止規定および永世中立国の地位と国連憲

章第7章の規定の関係については、理論的には両立しないが、実際的には「解決容易ナル問

題ナリ」として同文書を締めくくっている15)

この下田による日本の無軍備および永世中立国化は国連加盟の妨げとならないとの見解は、

この時期、外務省の大野総務局総務課長からも表明されている。 「新日本ノ国是ト国際連合

加入問題私見(未定稿)」と題する文書は「世界二魁ケテ自ラ戦争ヲ放棄シ交戦権スラ否定

シテ最高度ノ平和国家タラントスル新日本ノ加入ヲ妨ゲルガ如キハ国際連合ノ追求スル根本

目的二背致スル。斯ルコトハ有り得ベカラザルコトデアル。従ッテ日本ガ永世中立国化セン

トスル場合こ於テモ之ガ国際連合へノ加入ヲ妨ゲル理由トハナリ得ナイハズデアル」と述べ

た上で、日本の国連加盟と永世中立国化を勧告している16)

以上の如く、憲法第9条は国連憲章第7章と矛盾しないとの判断に立った上で、日本が国

14)政務局「課題・政治条項　5、連合国憲章へノ参加問題(研究試案)」 (昭和21年1月31日)、外務省記録マイクロ

フィルム、 Bu008、対日平和条約関係、準備研究関係第1巻　0071-0072貢。

15) 「国際連合へノ参加問題の研究」 (昭和21年4月15日)、外務省記録マイクロフィルム、 B'0010、対日講和に関する
本邦の準備対策関係第1巻、 0043-0045貫、 0049-0050貢。

16)大野総務局総務課長「新日本ノ国是ト国際連合加入問題私見(未定稿)」 (昭和21年4月26日)、外務省記録マイク
ロフィルム、 B'0014、 0006頁。
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連に加盟し、あわせて永世中立国化路線をとるべきとの見解が、 「平和条約問題研究幹事会」

の第1次作業の結論となっていく1946年5月にまとめられた「第1次研究報告」は、国連

への加盟問題として、それには「相当期間見送の態度が執らるること予想される」とした上

で「最も速やかに国際的信用を回復せんが為の凡ゆる努力を払い以て一日も速やかに国際連

合の正規の構成員たらんことに力を尽くすべきは勿論なるが、他面右実現迄の過渡期に於い

ては差当りオブザーヴァ-の派遣容認方を取り付くべきこと」と述べ、日本の講和後の国連

加盟の方針がここに確立するに至る。

憲法第9条と国連憲章の関係については、 「加盟国に課せられたる義務中、国際平和及び

安全維持の為の武装兵力の提供等の義務は到底之を遂行する能力なかるべきに鑑み日本に対

し此の点に関する特例を認めしむる様最善の措置を講ずるの要あるべし」との特例案が提案

される。講和後の日本の安全保障については平和条約の中に憲法第9条の趣旨を再確認する

規定が置かれる可能性が極めて高いと想定した上で、日本が国際法上の永世中立国化を提議

すると共に極東委貞会構成国による「集団的安全保障機構」の設定が提案される17)後の外

務省の研究との比較において、注目してよいと思われるのは、本報告は「国際正義の確立」

のため、 「国際連合より更に一歩を進めて世界連合政府樹立を指向すべき」こと、及び日本

だけでなく対日平和条約調印国も戦争放棄の規定を国内法中に置くよう強く主張すべきこと

が唱道されており、理想主義的色彩が強く表れている。この時期は政府が憲法改正草案要綱

を発表し、枢密院で審議が行なわれている最中であることから、憲法第9条の理念に最も忠

実な形で、日本の国連加盟、講和後の安全保障が論じられていたものと思われる18)。

外務省内部において日本の国連加盟が基本方針として確立したのを受け、 1946年9月には

条約局条約課が法律的観点から「国際連合参加問題」と題する詳細な報告をとりまとめてい

る19)同文書は、中立国と枢軸国の国連加盟の動向を詳細に分析した上で、国連に加盟する

ことの利益と不利益を明らかにしようとする。日本の安全保障構想および憲法第9条と憲章

義務の観点からは、次の2点を、それ以前の外務省の見解との相違点として指摘できる。

まず第1点は、永世中立と国連加盟の論点である。上述した様にそれ迄、外務省は、永世中

立と国連加盟は両立するものとみなしていたのに対し、同文書は両者は両立しないとの180

度異なる見解を打ち出す。

その論拠として、 1946年4月から6月に開かれた国連設立のサンフランシスコ会議におけ

17)平和条約問題研究幹事会第1次研究報告(昭和21年5月)、外務省記録マイクロフィルムB'0008、対日平和条約関
係、準備研究関係第1巻、 0189-0192貢。第1次研究報告では、別に朝鮮半島における何らかの安全保障の「国際
的措置」の設定が勧告されている。
18)渡辺、前掲論文、 28貢。岡崎勝男元外相は、 1959年5月の寮法調査会において、当時の外務省の永世中立国化・極
東委構成国による集団安全保障機構の構想について、 「当時は平和条約に武装解除とか、いろいろな規定が入る以
上は、十分でないにしても、これ以外に方法はないだろうということで進んできた」と述壊しており、日本防衛の
実効性は重視されていなかったことが分かる(憲法調査El第30回総会議事録、昭和34年5月6日、 2-3貢)0
19)条約局条約課「国際連合参加問題」 (昭和21年9月)、外務省記録マイクロフィルムB'0010、対日講和に関する本
邦の準備対策関係第1巻、 0076-0077貢、 0083貢、 0096-0099頁。
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る次の事情をあげる。同会議においてフランス代表部が、加盟国の地位と永世中立の地位が

両立しない趣旨を国連薫章に挿入する様、正式提案したが、同第2条第5項および第4条第

1項の解釈により、同一の結果が得られることが明らかになった為、フランスは同提案を撤

回した。外務省条約局はこの経緯から推測し、永世中立国の加盟は恐らく容認されないとの

結論を得る。さらに同文書はスイス外相が1946年3月に議会で永世中立の地位と両立せざる

ことを理由に、スイス政府が国連加盟の意志なき旨を声明した事実にも言及し、スイスは国

際連盟加盟の際と同様に「集団的強制行動を免除されて加盟したいといふのがその真意であ

ろうが、現在の憲章の解釈からは右希望の達成は困難と思われる」と分析する。以上の考察

から、同文書は日本の国連加盟の唯一の障害は日本が永世中立国となる場合である、との結

論に達する。この結論は、その後、外務省が講和後の日本の安全保障構想の選択肢から永世

中立国化を除外していく一つの重要な法的分析となったものと思われる。

同文書の第2の特徴は、国連憲章第7章の措置と憲法第9条の規定の関連についてである。

同文書は「軍隊の保持を許されない我国として非軍事的措置は可能であるが軍事的措置の中、

兵力の制裁には加われないことは勿論、加わる義務もない。問題となるのは軍事的措置の中

の『援助及通過権を含める便益』であって制裁に参加する外国の軍隊の通過、飛行場その他

基地の提供は軍隊を有しなくても可能である。尤も、これは予め特別協定を締結しなければ

具体的義務が発生しない」との見解を提示する。

ここで示されている①兵力制裁に加わることは義務ではない　② 「援助及び便益」の提供

も特別協定が未締結の間は義務ではない、という解釈は今日からみても正当なものである。

それ迄の外務省の見解では(丑については兵力制裁への参加は加盟国の義務との見方が前提と

されていることから重要な解釈の相違がみられる。但し、その根拠が全く示されておらず、

この初期の見解が国連憲章の充分な研究と理解を踏まえたものかどうかは疑問が残る。

この憲法第9条と国連憲章第7章の兵力提供義務との関係の問題は、以後、講和が実現の

視野に入る1950年初めまで国会でもほとんど議論されず、また、公開されている外交文書か

らは外務省内部の研究の跡が確認できない。

以下では、上にみた外務省の諸研究を踏まえ片山・芦田内閣期の日本の安全保障構想が国

連との関係においてどの様に推移していくのかを検討する。

3　片山・芦EEl内閣期I1947-I948年

(り　アチソン宛て芦田意見書

1947年6月、片山社会党内閣(民主党・国民協同覚との連立)が成立する。同年3月17日
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のマッカーサーの早期対日講和提案および7月11日の米国政府の対日平和条約予備会談提唱

を受け、日本政府の対日講和準備作業がより具体化する。特に外相に就任した芦田均は、予

想される講和会議の開催に向け、日本側に有利な環境をつくるべく、米国をはじめとする連

合国に対し講和問題に関する日本の見解を積極的に伝達しようと試みる20)周知の通り、芦

田は外相の時期、 2種類の重要な文書を作成している。一つは7月に芦田がアチソン大使、

GHQホイットニー民生局長に手交した文書であり、もう一つは、 9月一時帰国するアイケ

ルバーガー第八軍司令官に米本国政府宛に託した文書である。以下、両文書を日本の安全保

障構想と国連の関係を中心にして検討する。

アチソン、ホイットニー宛ての芦田意見書は、講和に対するE]本の主張として①手続き

②平和条約の基礎　③自発的履行　④国連加盟　⑤国内治安　⑥裁判管轄権　⑦領土　⑧賠

償⑨経済制限、の諸点をあげる21)。日本の安全保障の観点から重要なのは④であり、平和条

約に日本の国連早期加盟が規定されること希望すると共に「これは武装なき日本国民に強い

安全保障の感を与える」と意義づげ、講和後の日本の安全保障を国連に依存すべきとの見解

が表明される。一般的にこのアチソン宛て芦田意見書は、後述する如く米軍による日本の安

全保障を求めたアイケルバーガー宛て書簡との対比で、国連による安全保障を求めたものと

理解されているが、この時期の外務省の研究作業を詳しくみると、国連のみに日本の安全保

障を求めている訳ではないことが分かる。当時の西村熊雄条約局長によれば、このアチソン

宛て意見書は、外務省幹部が作成した平和条約に対する一般的意見書と特殊事項に関する意

見書の双方を簡潔に一本にまとめたものである22)。アチソン宛て意見書の原本といえる「一

般的意見書」には西村の回想録によるところでは「日本の安全保障は国際連合の活動に期待

し、日本の速やかなる加盟と必要あらば地域的取極の締結を望む」と書かれており、地域的

取極も明示されている23)

安全保障に関する「特別陳述書」に該当すると思われる文書は24)、外務省のこの時期の安
-iilliliilllllllltt一

20)対日平和条約に日本の意見を反映させるべきとの外務省の基本方針を定めた文書として、昭和22年6月1日付の萩

原条約局長の手による「対日平和条約の時期、起草手続等について」がある(進藤栄一編『芦田均日記』第7巻、

岩波書店、 1986年、 373-375頁).この日本の戦略は、イタリア政府の行なった平和条約への働きかけを先例として

考案されたものと思われる。
21)芦EEl均・外務省「アチソンへの文書・アチソン大使に対する会議案」 (1947年7月24日)、大鰍秀夫編『戦後日本防

衛問題資料集』第1巻、三一書房、 1991年、 298-299頁。英文は外務省記録マイクロフィルムB'0008、対日平和

条約関係、準備研究関係第3巻、 0047-0050頁。

22)西村、前掲書、 27-28頁。

23)西村、同前、 28頁。公開されている外交文書は、条約局長、管理局長と記名された「平和条約に対する日本政府の

一般的見解」と慮する文書であり、昭和22年6月5日付の第3稿とされるものである。この第3稿では平和条約実

施と同時の日本の国連加盟が求められていると共に、日本の国連加盟が実現されない場合、 「それに至るまでの日

本の過渡的安全保障について平和条約において十分考慮を払われたい」との案文になっており、地域的取極への言
及はない(外務省記録マイクロフィルム、 B'0008,対日平和条約関係、準備研究関係第2巻、 0350貢)0 『芦田均

日記』第7巻には「萩原私案　第2稿」が掲載されているが、ここでは、国連の下での地域的取極が示されている

(同書372貢)0

24) 「安全保障問題に関する意見」 (昭和22年6月12日)、外務省記録マイクロフィルム、 B'0008、対日平和条約関係、

準備研究関係第2巻、 0008-0012頁。
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全保障観をより明瞭に示している。この文書は、講和後の日本の安全保障は国連の一般的保

障(憲章第7章による措置)に頼るべきとの見解をまず示すが、しかし「国際連合参加のみ

では、安全の保障は充分とはいい難い」との認識の下、 「更に有効な、更に現実に即した安

全保障の機構に信荷する要がある」という。そしてその具体策として、 「国連憲章第52条に

規定されている地域的保障機関」をあげる。日米安保条約の交渉時期、外務省は日米安保条

約を国連善章第52条の地域的取極と観念するが、この時期は「日本を含めた西部太平洋の諸

国」を当事国とする多国間の地域機関を想定していた。同文書は、さらに、 「地域的保障機

関」が直ちに設けられない場合には、平和条約に日本の独立と領土の保全を保障する趣旨の

特別条項が設けられることを要望している。

このように、安全保障に関する特別陳述書にみられるこの時期の外務省の安全保障構想は

①国連の一般的保障(憲章第7章の措置) ②国連憲章第52条が規定する西太平洋諸国による

地域的集団安全保障　③平和条約中への日本の安全を保障する条項の挿入、という重層的な

ものであったことが分かる。

この時期の外務省は、西太平洋諸国による地域的集団安全保障機構を国連より「更に有効

な更に現実に即した」機構との認識をもちつつも、第一義的には国運の一般的保障を求める

べきとの見解を示している1947年6月当時、外務省は安全保障の観点から国連をどのよう

に評価していたのであろうか。この時期に作成されたある文書では、日本の安全保障の選択

肢として国連憲章第106条の過渡的安全保障取極を検討する文脈の中で、 「 5大国の協調の可

能性が現実国際政治の現状から、あまり大でないことを思うとき、日本はその安全をこの方

式に委託し得ないのである25)」との慎重な判断を下している。しかしながら、同じ文書の中

で、それでも国連による一般的保障が「最善の安全保障の方途」だと結論づけられているこ

と、およびこの時期の他の文書も濃淡はあれ、国連加盟により国連の一般的保障を受けるこ

とで日本の安全を確保すべLとの結論で一致していることから、総合的にみれば、国連の安

全保障はオペレートするものと理解されていたのであろう。西村は後年、ある座談会で外務

省はサンフランシスコ会議直前すなわち戦争末期から国連憲章の研究を始め、その結果、国

連の想定する安全保障体制は「あまりに理想的に走って」おり、 「7章は動かないもの」と

の結論を得たとしつつも、当初の3年、 「国連が発足してから大体47年まで」は、ほぼ国連

憲章の趣旨によって動いた、と回顧している26)。現時点から米ソ冷戦の歴史を振り返れば、

1946年3月の英国首相チャーチルの「鉄のカーテン」演説、そして冷戦の開始を決定的にし

た1947年3月のトルーマン・ドクトリンの発表という当時の情勢を考慮すれば、 、もはや国

連の安全保障はオペレートしにくいと見る方が妥当とは思われるが、このアチソン宛て芦田

意見書の時点では、上の西村の発言の如く米ソ対立による安保理の機能不全の可能性をみつ

25) 「平和条約に関する(i)問題の所在と(ニ)日本の立場　その-」 (昭和22年6月3日)外務省記録マイクロフィ

ルム, B'0008、対日平和条約関係、準備研究関係第2巻、 0246-0294貢。

26)座談会における西村熊雄の発言、 「座談会　国連と日本」 『国際間鷹』 1961年5月、 20-21頁。










































